
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
六
―
二
（
在

外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特
例
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
六
―
二
―
一
七

人
事
院
規
則
一
六
―
二
（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特
例
）
の
一
部
を

改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
六
―
二
（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特
例
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に

対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲



げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
平
均
給
与
額
の
算
定
）

（
平
均
給
与
額
の
算
定
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
削
る
）

第
二
条
の
二

船
員
の
平
均
給
与
額
を
算
定
す
る
場
合
に

は
、
実
施
機
関
は
、
補
償
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
給
与
に
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
十
六
条
に
規
定

す
る
日
額
旅
費
（
当
該
船
員
が
行
政
執
行
法
人
の
職
員

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
）

又
は
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
旅
行
手
当
（
当
該

船
員
が
行
政
執
行
法
人
の
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
）
の
う
ち
の
一
部
で
人
事



院
が
定
め
る
も
の
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
等
に
係
る
傷
病
補
償
年

（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
等
に
係
る
傷
病
補
償
年

金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例
）

金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例
）

第
六
条
の
二

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
又
は
公
務
で

第
六
条
の
二

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
又
は
公
務
で

外
国
旅
行
中
の
職
員
が
、
戦
争
、
事
変
、
内
乱
そ
の
他

外
国
旅
行
中
の
職
員
が
、
戦
争
、
事
変
、
内
乱
そ
の
他

の
異
常
事
態
の
発
生
時
に
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す

の
異
常
事
態
の
発
生
時
に
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す

る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の
下
に
お
い
て
、

る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の
下
に
お
い
て
、

外
交
領
事
事
務
に
従
事
し
、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害

外
交
領
事
事
務
に
従
事
し
、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害

を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
傷
病
補
償

を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
傷
病
補
償

年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
補
償

年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
補
償

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
、
同
法
第

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
、
同
法
第

十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
、

十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
、

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は
同
法
第

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は
同
法
第



十
七
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、

十
七
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
額
に
百
分
の
五
十
（
第
一
級
の
傷
病
等

そ
れ
ぞ
れ
当
該
額
に
百
分
の
五
十
（
第
一
級
の
傷
病
等

級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
一

級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
一

級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
に

級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
に

あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当

あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
二
級
の
障
害

す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
二
級
の
障
害

等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
に
あ
つ
て
は

等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
に
あ
つ
て
は

百
分
の
四
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と

百
分
の
四
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と

す
る
。
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
が
、
そ
の
生
命
又

す
る
。
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
が
、
そ
の
生
命
又

は
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の

は
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の

下
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
、
そ
の
た

下
に
お
い
て
、
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法

め
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様

律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
条
に
規

と
す
る
。

定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動
に
係
る
業
務
、
国
際
連
合



平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平

成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す

る
国
際
平
和
協
力
業
務
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
業
務
又
は
化
学
兵
器
の
開

発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関

す
る
条
約
に
基
づ
く
遺
棄
化
学
兵
器
の
廃
棄
に
係
る
業

務
に
従
事
し
、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

（
新
設
）

六
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る

国
際
緊
急
援
助
活
動
に
係
る
業
務

二

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関

（
新
設
）

す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
三
条



第
五
号
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
（
次
号
に

お
い
て
「
国
際
平
和
協
力
業
務
」
と
い
う
。
）
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
業
務

三

第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
、
国
際
平
和
協
力
業
務
又

（
新
設
）

は
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関

す
る
法
律
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
際
機

関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
国
際

連
合
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
派
遣
が
見
込
ま
れ
る

地
域
に
お
い
て
行
う
、
当
該
業
務
に
必
要
な
調
整
又

は
情
報
の
収
集
に
係
る
業
務

四

化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使
用
の
禁

（
新
設
）



止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
く
遺
棄
化
学

兵
器
の
廃
棄
に
係
る
業
務

２

（
略
）

２

（
略
）

（
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三

（
新
設
）

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
給
与
法
第
十
一
条
の
三

第
二
項
第
一
号
の
一
級
地
」
と
あ
る
の
は
、
「
規
則
九

―
四
九
―
五
七
（
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手

当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
附
則
第
三
条

第
一
号
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地
」
と
す
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
旅
費
法
改
正

法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
以
下

「
旧
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
日
額
旅
費
若
し
く
は
旧
旅
費
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
旅
行
手
当

又
は
旅
費
法
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
旅
費
法
第
二
十
六
条
に

規
定
す
る
日
額
旅
費
若
し
く
は
旅
費
法
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

旧
旅
費
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
旅
行
手
当
が
支
給
さ
れ
た
船
員
に
係
る
平
均
給
与
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。


